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資料１ 



平成２５年１１月１５日 

規則第９１号 

京都市福祉有償運送運営協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第８条の規定に基

づき、京都市福祉有償運送運営協議会（以下「協議会」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（会長） 

第２条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（招集及び議事） 

第３条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しな

いときの協議会は、市長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第４条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。 

（補則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条第２項及び第４項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会

に相当する合議体の会長又はその職務を代理する委員である者は、それぞれこの規則の

施行の日に協議会の会長又はその職務を代理する委員として定められ、又は指名された

ものとみなす。 

資料２ 
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京都市福祉有償運送における運営指針 

 

１ 目的 

  この指針は、特定非営利活動法人その他営利を目的としない法人（以下「Ｎ

ＰＯ等」という。）が道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」と

いう。）第７９条の登録申請に必要な京都市福祉有償運送運営協議会（以下「協

議会」という。）の運営に関して必要な事項を定め、円滑な協議運営を行うこ

とを目的とする。 

 

２ 協議会の開催 

（１）開催回数 

   協議会は、原則として年３回開催する。 

   ただし、重大事故の発生等、福祉有償運送の実施上の問題が発生したと

き、その他福祉有償運送の適正実施のために必要と認めるときには、随時

開催するものとする。 

 

（２）協議会資料の送付 

   事務局は、協議会当日に円滑な協議が行えるよう、協議会の開催前に委

員に資料を送付するものとする。 

   委員は、協議会資料に非公開情報が含まれていることを十分に踏まえ、

協議会資料を適切に管理しなければならない。 

 

（３）協議会の公開 

   協議会は、京都市市民参加推進条例第７条第１項に基づき公開する。 

   ただし、登録及び更新の申請内容に関する協議事項については、協議会

を公開することにより京都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報が

公になることから非公開とする。 

   なお、公開の取扱いに関する詳細は別に定める。 

 

（４）申請団体からの説明等 

   協議会では、原則として申請団体が申請資料の説明をし、委員からの質

疑に回答するものとする。ただし、審査の際には申請団体は退出するもの

とする。 

 

３ 福祉有償運送の必要性の説明 

  京都市における交通の状況、要介護者や身体障害者等の移動制約者の状況

等を踏まえ、合理的な理由を示して福祉有償運送の必要性の判断が行われるこ

とが必要である。 

資料３ 
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協議会では、輸送の対象となる移動制約者の数、タクシーによる輸送の状

況、ボランティア輸送の状況に関して、委員がそれぞれの役割に基づいて、

状況等の説明に努めることとする。 

 また、これらの状況や道路運送法の趣旨を踏まえつつ、京都市の福祉有償

運送におけるタクシーやＮＰＯ等の役割や連携のあり方などについても検討

していくものとする。 

 

４ 登録の申請 

 申請団体は、登録申請書等一覧に掲げる書類を協議会の開催の１ヶ月前ま

でに京都市長に提出するものとする。 

京都市長は、協議会で審査するために必要な範囲内で提出書類の補正等を

申請団体に求めることができる。 

  

５ 審査基準 

  協議会で審査する基準を次のとおりとする。 

（１）運送主体 

   福祉有償運送の運営主体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

  ア ＮＰＯ、民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立

された法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法

人、商工会議所、商工会のいずれかである者 

  イ 福祉有償運送を行うことが、法人の目的の範囲外の行為に当たるもの

でないこと。 

  ウ 申請者及び申請団体の役員が、次のいずれかの事由に該当するもので

はないこと。 

① １年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から２年を経過していない者であると

き。 

②  登録の取消しを受け、取消しの日から２年を経過していない者（当該

取消しを受けた者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法

人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人

の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から２年を

経過していないものを含む。）であるとき。 

③ 自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しな

い未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が

①又は②のいずれかに該当する者であるとき。 

エ セダン型車両による移送の場合には、次のいずれかの条件を満たす法 

人であること。ただし、交通手段の確保が困難な別表に掲げる京都市内の

へき遠地で行う移送は除く。 
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① ５（２）イ①で定める旅客を移送する場合 

移送以外の障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に規定す

る障害福祉サービス又は地域生活支援事業その他協議会が認めた福祉

サービスを一体的に実施している法人であること。 

② ５（２）イ②で定める旅客を移送する場合 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護予防・日常生

活支援総合事業のうち、京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要

綱に規定する移動支援型ヘルプサービスを実施する法人であること。 

 

（２）運送しようとする旅客の範囲 

   次に掲げる者であって、運営主体となる法人の会員として登録された者

及びその付添い人（以下「利用者」という。）とする。 

 ア 福祉車両による移送の場合 

① 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による要支援者及び

要介護者であって、移動が困難な者 

② 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）の規定による身体

障害者であって、移動が困難な者 

③ その他単独での移動が困難な者であって、公共交通機関を利用する

ことが困難な者 

    具体的には、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持つ者、特定疾

患等難病患者、広汎性発達障害者、高次脳機能障害者、被爆者健康手帳

を持つ者、戦傷病者手帳を持つ者その他特別の理由のため協議会が認め

た者をいう。 

イ セダン型車両による移送の場合 

   ① 公共交通機関を利用することが困難な者のうち、療育手帳又は精神

障害者保健福祉手帳を持つ者、広汎性発達障害者その他特別の理由の

ため協議会が認めた者等で福祉車両による移送の必要性がない者 

   ② 公共交通機関を利用することが困難な者のうち、京都市介護予防・

日常生活支援総合事業の事業対象者、要支援者及び要介護者（介護保

険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護予防・日常生活支援

総合事業のうち、京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に

規定する移動支援型ヘルプサービスを利用する場合に限る。） 

ただし、交通手段の確保が困難な別表に掲げる京都市内のへき遠地で

行う移送については、５（２）ア 福祉車両による移送の場合の例に

よる。 

 

（３）複数乗車 

   福祉有償運送は、ドア・ツー・ドアの個別輸送を原則とするが、透析患
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者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎等であって

協議会が必要と認めた場合には、１回の運行で複数の利用者を運送する

こと(以下「複数乗車」 という。)ができるものとする。 

 

（４）旅客の名簿の作成管理 

旅客の名簿については、参考様式ハ号を参考として運送主体において作

成するものとし、個人情報の保護の観点等から適切に管理するものとする。 

 

（５）運送の区域 

運送の区域は、旅客の発地又は着地のいずれかが京都市内にあることを要

するものとする。 

 

（６）使用車両 

  ア 次のいずれかに該当する車両を使用しなければならない。 

   ① 寝台車：車内に寝台（ストレッチャー）を固定する設備を有する自

動車 

   ② 車いす車：車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可

能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車 

   ③ 兼用車：ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車 

   ④ 回転シート車：回転シート（リフトアップシートを含む。）を備える

自動車 

   ⑤ セダン等（貨物運送の用に供する自動車を除く。） 

 

  イ 使用権原 

    使用する車両は、運送主体が使用権原を有しなければならない。 

    ただし、運転者等から提供される自家用自動車を使用するときは、以 

下の事項に適合することを要するものとする。 

① 運送主体と、自家用自動車を提供し、当該運送に携わる者との間に

当該車両の使用に係る契約が締結され、当該契約の内容を証する書面

が作成されていること。  

② 当該契約において、有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情

等への対応について運送主体が責任を負うことが明確化されているこ

と。 

③ 利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及

び連絡先が明りょうに表示されていること。 

     

ウ 車両の表示等 

① 使用車両に関する表示については、以下に掲げる事項を車体の両側
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面に表示するものとする。 

   文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きと

する。 

    この場合の文字の大きさは、一文字の大きさが一辺５センチメート

ル以上とする。 

（ア）運送主体の名称 

（イ）「有償運送車両」の文字 

（ウ）登録番号 

② 登録証の交付を受けた運送主体は、登録証の写しを自動車に備えて

置かなければならないものとする。 

 

（７）運転者の要件 

  ア 福祉車両による移送の場合 

    普通二種免許を有することを原則とする。 

    ただし、普通二種免許を有していない場合には、当該地域における交

通の状況等及び次に掲げる事項を考慮して、十分な能力及び経験を有し

ていると認められることを要するものとする。具体的には、次の①の条

件を満たしたうえで、②又は③の条件を満たすことを要件とする。 

① 申請日前３年以上運転免許停止処分を受けていない者 

② 国土交通大臣が認定する講習を修了している者 

③ ②に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備

えた者（具体的には、社団法人全国乗用自動車協会等が行うケア輸送

サービス従事者研修を修了した者） 

 

イ セダン型車両による移送の場合 

上記アに掲げる要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転手

を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなけ

ればならない。 

 ① 社会福祉士及び介護福祉士法の介護福祉士の登録を受けている者 

② 国土交通大臣が認定する講習を修了している者 

③ ②に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備

えた者（社団法人全国乗用自動車協会等が行うケア輸送サービス従事

者研修を修了した者及び介護保険法施行令第３条第１項各号に掲げる

研修の課程又は「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大

臣が定めるもの」に規定する研修の課程を修了し、その旨の証明書の

交付を受けた者） 

   

ウ 独立行政法人自動車事故対策機構が実施する適性診断の受診 
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運送主体は、運転者が、次に掲げる項目のいずれかに該当する場合、各

項目に定められた、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する適性診断

を受診させなければならない。 

① 事故惹起運転者 

（ア） 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事  

故前の１年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者

を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の３年間に交

通事故を引き起こしたことがある者は、特定診断Ⅰを受診させる。 

（イ） 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事 

故前の１年間に交通事故を引き起こしたことがある者は、特定診

断Ⅱを受診させる。 

② 高齢運転者 

（ア） ６５才に達した日以後１年以内（６５才以上の者を新たに運転 

者として選任した場合は、選任の日から１年以内）に１回、その 

後７５才に達するまでは３年以内ごとに１回、適齢診断を受診さ 

せる。 

（イ） ７５才に達した日以後１年以内（７５才以上の者を新たに運転 

者として選任した場合は、選任の日から１年以内）に１回、その 

後１年以内ごとに１回、適齢診断を受診させる。 

   ③ その他輸送の安全が確保されていないと認められる者 

道路交通法違反により、運転免許停止以上の処分を受けた者は、カ 

ウンセリング付き定期診断を受診させる。なお、運転免許の停止条件   

が解除された後でなければ運転業務を再開させてはならないものとす 

る。 

 

エ また、運送主体にあっては、利用者の安全確保のための継続した取組

として、運転者の普通第二種免許の取得や福祉有償運送に関する外部研

修等への参加機会の確保、定期的な内部研修の実施などに努めるものと

する。 

 

（８）運転者台帳及び運転者証の整備 

ア 自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとの運転者台帳は、参考様式第へ

号を参考として運送主体において定め、適切に管理するものとする。 

イ 運転者証は、参考様式第ト号を参考として運送主体において作成すると

ともに、作成した運転者証を車内のダッシュボード付近に掲示するか、作

成番号及び作成年月日、運送主体の名称、運転者の氏名、運転免許証の有

効期間並びに（６）ア及びイに規定する運転者の要件として必要な講習の

修了等の必要事項を記載した運送主体の発行する身分証明書（ＩＤカード
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を含む。）を旅客に見やすいよう適切な方法により運転者に携行させるも

のとする。 

 

（９）損害賠償措置 

   自家用有償旅客運送者が、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じ

た旅客等の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき、

措置の基準として、以下の内容の任意保険又は共済に加入していること又

はその計画がなければならない。登録後において、国土交通大臣が告示で

定める保険金額を減じるなどの契約変更や正当な理由のない解約をしては

ならないものとする。 

・損害賠償限度額が対人８，０００万円、対物２００万円以上であること。 

  ・自家用有償旅客運送主体の法令違反が原因の事故について免責となって

いないこと。 

  ・期間中の支払額に制限がないこと。 

  ・すべての自家用有償旅客運送自動車を対象とするものであること。 

 

（10）運送の対価 

一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額（輸送の実態を踏まえ時間制

によるものを含む。）の約８割の範囲内とし、これを公衆に見えやすいよう

に掲示し、又はあらかじめ、旅客に対して説明するものとする。 

対価の基準にかかる詳細については、平成１８年９月１５日付け国自旅

第１４４号の「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いに

ついて」の２のとおりとする。 

なお、複数乗車の対価については、利用者１人ずつから収受する対価が

明確に定められており、かつ、自動車の最大乗車定員又は平均乗車人数（平

均乗車人員が算出できる場合）で走行した場合における対価の総額が、同一

距離又は時間を運行した場合における京都市域の一般乗用旅客自動車運送

事業の上限運賃額の約８割の範囲内であることとする。 

 

 

（11）管理運営体制 

   運行管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応

並びに苦情処理に係る体制その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関

する体制が明確に整備されていることを要するものとする。 

   具体的には、次に掲げる点に留意して整備しなければならないものとす

る。 

ア 運行管理に係る責任者が選任されており組織体制が整っていること。点

呼、報告、指示、記録等に係る指揮命令系統が明確にされていること。運
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行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合は、予め運行管理を代行する

者を定め、適切な運行管理を確保するものとする。 

イ 運行管理の責任者が乗務しようとする運転者に対して行う、確認、指示

は対面により行うよう努め、その記録は参考様式第二号を参考として運送

主体において書式を定め実施するものとする。 

運転者が自家用自動車を提供し、運転者の自宅から利用者の自宅等へ直

接出向く場合にあっては、電話等により進行管理に関する事項について指

示、伝達、報告が確実に実施できる体制が整っていること。 

運転者が乗務した場合の乗務記録は、参考様式第ホ号を参考として運送

主体において書式を定め実施するものとする。 

ウ 使用する自動車の車両点検や消毒等による清潔さの保持など整備管理

が適切に行われていること。 

エ 事故防止、安全確保について必要な研修等を行う計画があること。 

オ 事故発生時において緊急の連絡体制が整備されており、対応に係る責

任者が明確であること。事故の記録は、参考様式第チ号を参考として運

送主体において書式を定め実施するものとする。 

カ 利用者からの苦情に対し、適切に記録、対応する体制となっており、対

応に係る責任者が明確であること。苦情処理の体制については、明確に定

めるものとし、苦情処理の記録は、参考様式第リ号を参考として運送主体

において書式を定め記録するものとする。 

キ その他福祉有償運送の条件が常時確保されるよう管理する体制が整っ

ており、その責任者が明確であること。 

 

６ 更新登録の申請 

 有効期間の更新の登録の申請を行おうとする者は、登録申請書一覧に掲げ

る書類を京都市長に提出するものとする。この場合において、京都市長は、

原則として有効期間の満了する日の３ヶ月前から申請の受付を行う。 

京都市長は、協議会で審査するために必要な範囲内で提出書類の補正等を

申請団体に求めることができる。 

 

７ 変更登録の申請 

 運送の区域（減少する場合を除く）、運送の種別、運送しようとする旅客

の範囲（縮小する場合を除く）を変更しようとする者は、変更登録を要する。

変更登録の申請を行おうとする者は、登録申請書一覧に掲げる書類を協議会

の開催１ヶ月前までに京都市長に提出するものとする。  

京都市長は、協議会で審査するために必要な範囲内で提出書類の補正等を申

請団体に求めることができる。 
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８ 軽微な事項の変更の届出 

法第７９条の７第３項に定める軽微な事項の変更をしたときは、その日か

ら３０日以内に、登録申請書一覧に掲げる書類により、京都市長に届出を行

うものとする。 

 

９ その他の事項の変更について 

変更事項 提出方法等 

収受する対価 協議会の開始の１ヶ月前までに

京都市長へ必要書類を提出する

ものとする。協議会での協議を

要する。 

運転者の追加、 

運行管理の体制等 

変更後３０日以内に、京都市長

へ変更事項を報告する。 

運送しようとする旅客の減 運送主体において適切に管理す

る。 

10 業務の停止及び登録の取消し 

運送主体に対して、警告、業務の停止又は登録の取消しを行った場合にお

いては、京都運輸支局長等は、処分等を行うに至った違反事実、行政処分等

の内容を遅滞なく京都市長に通知するものとする。 

 

11 報告義務等 

  登録を受けた運送主体は、次に掲げる提出書類について、報告時期のとお

り京都市長に提出しなければならない。 

提出書類 報告時期 

自家用有償旅客運送実績報

告書 

年度終了後、前年度分について毎年

５月３１日までに提出する。 

事故の記録 事故発生後、速やかに。 

苦情処理簿 苦情対応後、速やかに。 

  なお、京都市長は、必要に応じて、福祉有償運送に関する報告を運送主体

に求めることができるものとする。 

 

12 協議会の合意を解除する場合 

協議会における合意の解除については、解除するに至った事実及び理由を

示して、協議会に諮るものとする。この場合において、当該自家用有償旅客

運送主体に業務改善又は弁明の機会を付与するなど、可能な限り手続上の透

明性に配慮するものとする。 

 

13 登録実施後における京都市の役割 
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京都市長は、自家用有償旅客運送に係る相談、違反時の通報連絡体制、事

故時の対応、その他利用者等からの苦情等に対応するため、連絡窓口を整備

するものとする。 

京都市長は、利用者等からの苦情及び通報、事故、その他の連絡を受けた

場合には、これらに係る自家用有償旅客運送者の適切な運営を確保するため、

必要に応じて協議会の構成員に当該事実を報告するとともに、協議会におい

て対応を協議し、京都運輸支局と連携のうえ、運送主体に対して必要な指導

を行うことができるものとする。 

また、京都運輸支局長から、協議会で協議した自家用有償旅客運送主体に

係る業務の停止又は登録の取消等、行政処分に係る通知を受理した場合にあ

っては、当該事実を協議会の構成員に周知するとともに、必要に応じ協議会

を開催し対応を協議する等適切な対応を実施するものとする。 

 

 

[別表] 京都市内のへき遠地（京都市市内出張等旅費支給規則による。） 

 

所管 名称 備考 

北区役所 

小野郷出張所  小野、大森 

中川出張所  中川、杉阪、真弓 

雲ケ畑出張所  雲ケ畑 

左京区役所 

大原出張所  大原（古知平以北の地域に限る。）  

花脊出張所  花脊、広河原 

久多出張所  久多 

右京区役所 

嵯峨出張所  嵯峨清滝、嵯峨水尾（清滝川以西の地域に限

る。）  

高雄出張所  梅ケ畑（清滝川以西の地域に限る。）  

宕陰出張所  嵯峨樒原、嵯峨越畑 

京北出張所  旧京北町域 

西京区役所 洛西支所  （大原野外畑町及び大原野出灰町の地域に限

る。）  

伏見区役所 醍醐支所  （陀羅谷の地域に限る。）  

 



京都市福祉有償運送運営協議会の公開の取扱いについて 

 

１ 公開の基準 

京都市福祉有償運送運営協議会の会議は、京都市市民参加推進条例第７条第１項に

基づき公開する。 

  ただし、ＮＰＯ等による道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」とい

う。）第８０条第１項の許可及び更新の申請内容に関する協議事項については、会議

を公開することにより京都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報が公になる

ことから非公開とする。 

 

２ 公開の方法 

（１）会場に傍聴者席及び記者席を設ける。 

（２）公開する協議事項に係る会議資料は、傍聴者及び記者の全員に配布する。（ただ

し、個人情報に係るものを除く。） 

（３）会場に傍聴者意見票を備え、会議終了後、これを回収する。 

（４）会長は、会議の公正かつ円滑な運営を進めるため、必要と認める場合は、傍聴者

に退場を命じることができる。 

 

３ 公開の周知 

  会議の開催ごとに、会議の開催及び公開について周知する。 

 

４ 公開の定員 

（１）傍聴者の定員は、５名程度（ただし、会場の都合により変動）とする。 

（２）傍聴希望者が定員を超えた場合は、傍聴希望者全員による抽選によって傍聴者を

決定する。 

 

５ 会議における遵守事項 

（１）傍聴者が、会議中の質問、発言及び会議の公正かつ円滑な運営を妨げる行為等を

行うことを禁止する。 

（２）傍聴者が、会長の許可なく、会場内で写真撮影及び録音を行うことを禁止する。 

（３）傍聴者は、退場を命じられたときは、速やかに退場する。 

 

６ その他 

（１）この取扱い以外に、会議の公開に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。 

（２）この取扱いは、令和４年８月１日から実施する。 

資料４ 


